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　根　拠　法　令

　(地方公共団体の法人格及び事務)
第２条
１～13省略

　(事務所の設置又は変更)
第４条
１省略

　(執行機関の組織の原則)
第138条の３  普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

２  普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

３  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。

　（支庁・地方事務所・支所等の位置）

　（都道府県の部局・分課及び市町村の部課）

　（出納員及び会計職員）
第171条  出納長又は収入役の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。

　（選挙管理委員会書記その他の職員）
第191条  都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。

　（監査委員事務局の設置）

　〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

　（事務局）

２  前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
３  第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
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14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15  地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

参　考

　〇地方自治法（抜粋）

第18条  教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
２  教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。

第200条  都道府県の監査委員に事務局を置く。
２  市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
３  事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
４  事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。

第155条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁（道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。）及び地方事務所、
　市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
２  支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
３  第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。

第158条　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及び
　その分掌する事務については、条例で定めるものとする。
２　普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素か　つ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
３　普通地方公共団体の長は、第１項の条例を制定し又は改廃したときは、遅滞なく、その要旨その他の総務省令で定める事項について、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事
　に届け出なければならない。




